
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料編 
 
 

 この参考資料編は、アメリカの雇用証明プログラムに事業主が申請を行うための書式

の一例を、英語・日本語の対訳（仮訳）にして掲載するものである。 

 



－ 58 － 

 

 



－ 59 － 

OMB 承認：1205-0451 

有効期限：2011 年 6 月 30 日 

永住雇用証明申請 

ETA 書式 9089 

アメリカ合衆国連邦労働省 

この用紙を記入する前に申請説明書をよくお読みください。 

説明書のコピーは http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/9089inst.pdf から入手することができます。 

 

アメリカ合衆国で就労許可を得ていない外国人を雇用すること、または雇用し続けることは違法であり、雇用者は刑事訴追、行政

罰またはその両方を科されることがあります。 

A.再申請に関する記入 

1．あなたは以前に提出した外国人雇用証明申請(ETA 750)の提出日を利用しようと思いますか。 □はい    □いいえ

1-A. はいと答えた方は、前回の提出日を記入してください。 

1-B. 前回の州の公共職業紹介機関（SWA）または地方事務所の申請番号を記してください。それが可能でない場合は、申請を

最初に提出した州を明記してください。 

 

B. スケジュール A またはシープハーダー(Sheepherder)に関する情報 

1. この申請はスケジュール A またはシープハーダーの仕事をサポートしますか。 □はい    □いいえ

「はい」と答えた方は、この申請書を労働省には送らないでください。スケジュール A またはシープハーダーの仕事をサポート

するすべての申請書は直接国土安全保障省のしかるべき事務所へ送らなければなりません。 

 

C. 事業主に関する情報（本社または主たる事業所） 

1. 事業主名 

2. 住所 1 

  住所 2 

3. 市          州          国          郵便番号 

4. 電話番号                         内線番号 

5. 従業員数                         6. 創業年 

7. FEIN（連邦事業主識別番号）                           8. NAICS コード 

 

9. 事業主は非公開会社、パートナーシップ、または外国人が所有権をもつ個人事業体ですか。ある

いは、所有者、株主、パートナー、会社役員、設立者と外国人との間に家族関係が存在しますか。 

 

□はい    □いいえ

 

D. 事業主の連絡先に関する情報（この項目は必ず記入してください。この情報はセクション E に記載する代理人または弁護士に

関する情報とは別でなければなりません。） 

1. 連絡先の姓          名             ミドルネーム   

           

2. 住所 1 

住所 2 

3. 市          州          国          郵便番号 

4. 電話番号                         内線番号 

5. E メールアドレス 
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E. 代理人または弁護士に関する情報（該当者のみ） 

1. 代理人または弁護士の姓          名           ミドルネームの頭文字 

 

2. 会社名 

3. 会社の EIN（事業主識別番号）         4. 電話番号          内線番号  

5. 住所 1 

  住所 2 

6. 市          州          国          郵便番号 

7. E メールアドレス 

 

F. 支配的賃金に関する情報（州の公共職業紹介機関提供） 

1. 支配的賃金追跡番号（該当する場合）          2. SOC/O*NET(OES)コード 

3. 職種                        4. 技能水準 

5. 支配的賃金         単位（ひとつを選択） 

 ＄                                □時間   □週   □2 週間   □月   □年 

6. 支配的賃金情報源 

 □OES     □CBA     □事業主の実施した調査     □DBA     □SCA     □その他 

6-A. 質問 6 にその他と答えた方は、具体的にお書きください。 

 

7. 決定日                     8. 有効期限 

 

G. 提示賃金に関する情報 

1. 提示賃金                 単位（ひとつを選択） 

＄     から＄    まで（任意）              □時間  □週   □隔週   □月   □年 

 

H. 雇用機会に関する情報（仕事を遂行する場所） 

1．主たる職場（仕事が遂行される場所）住所 1 

  住所 2 

2. 市          州          郵便番号 

3. 役職 

4. 教育：必要最低レベル 

 □なし     □高等学校     □准学士     □学士     □修士     □博士    □その他 

4-A. 質問 4 でその他と回答した方は、必要な教育レベルを明記してください。 

 

4-B.専攻分野 

5. 雇用機会にトレーニングは要求されますか。 

  □はい    □いいえ 

5-A. 「はい」の場合は、必要なトレーニングの期間（月数）を記入してください。  
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H. 雇用機会に関する情報の続き 

5-B. トレーニングの分野を示してください。 

 

6. 提示された仕事での経験はその仕事に必要ですか。 

  □はい    □いいえ 

6-A. 「はい」の場合、必要な経験の期間（月数）を記入してください。 

7. 専攻分野で他に受け入れ可能な分野がありますか。                                       □はい     □いいえ 

7-A. 「はい」の場合、その専攻分野を明記してください。 

 

8. 教育と経験で、他に受け入れ可能な組み合わせがありますか。                             □はい     □いいえ 

8-A. 「はい」の場合、必要な教育の代替レベルを明記してください。 

 □なし    □高等学校    □准学士    □学士    □修士    □博士    □その他 

8-B. 質問 8-A でその他を選んだ場合は、必要な教育の代替レベルを記入してください。 

 

8-C. 該当する場合、質問 8 での受け入れ可能な経験の年数を記入してください。 

 

9. 匹敵する外国での教育は受け入れ可能ですか。                                            □はい      □いいえ 

10. 代替職業での経験は受け入れ可能ですか。 

  □はい   □いいえ 

10-A. 「はい」の場合、必要な代替職業での経験の月数を記入してください。 

10-B. 受け入れ可能な代替職業の職位を明記してください。 

 

11. 職務―郵送で提出する場合は、必要に応じて添付書類を追加してください。職務の説明は必ずこのスペースから始めてくだ

さい。 

 

 

12. 雇用機会の要件はその職業にとって標準的ですか。 

この質問の回答が「いいえ」の場合、事業主は職務資格が業務上の必要性によって裏付けられ

ていることを証明する文書を提示する用意が必要です。 

□はい   □いいえ 

13. 職務を遂行する際に外国語の知識は要求されますか。 

この質問の回答が「はい」の場合、事業主は言語要件が業務上の必要性によって裏付けられて

いることを証明する文書を提示する用意が必要です。 

□はい   □いいえ 

14. 特定の技能またはその他の要件―郵送で提出する場合は、必要に応じて添付書類を追加してください。技能の説明は必ずこ

のスペースから始めてください。 
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H. 雇用機会に関する情報の続き 

15. この申請書は職業の併用を含む雇用機会を対象としていますか。 □はい   □いいえ 

16. この申請書で特定される職位はセクションＪで特定される外国人に提供されていますか。 □はい   □いいえ 

17. 仕事上、外国人は事業主の敷地に住む必要がありますか。 □はい   □いいえ 

18. 申請書は住み込みの家事労働者用ですか。 □はい   □いいえ 

18-A. 「はい」の場合、事業主と外国人は必要な雇用契約を締結し、事業主は契約の写しを外国人に

手渡していますか。 

□はい   □いいえ 

 

I. 求人募集活動に関する情報 

a. 職種―この項目は全員必ず記入してください。 

1. この申請は単科大学または総合大学の教員以外の専門職のためのものですか。専門職とは、一般

的に学士号（学士に相当する資格）が求められる職業をいいます。 

□はい   □いいえ 

2. この申請は単科大学または総合大学の教員のためのものですか。 

 「はい」の場合は、以下の質問 2-A と 2-B に記入してください。 

□はい   □いいえ 

2-A. 競争による人材募集および選考手続きを使って候補者を選抜しましたか。 □はい   □いいえ 

2-B. 専門職のための基本求人募集手続きを使いましたか。 □はい   □いいえ 

b. 単科大学および総合大学の教員のための特別求人募集手続きと書類提出手順― 

質問 I.a.2-Aの回答がはいの場合のみ記入してください。 

3. 外国人が選抜された日付： 

4. 広告が掲載された全国版専門雑誌の名称と日付： 

 

5. この記入欄に追加求人募集活動に関する情報を明記してください。必要に応じて、書類を添付してください。 

 

 

 

c. 専門職/非専門職に関する情報―質問 B.1 または 1.a.2-Aの回答がはいでない場合、この項目を記入してください。 

6. SWA求人登録の開始日            7. SWA求人登録の終了日 

8. 求人する仕事が関係する地域に新聞の日曜版はありますか。               □はい   □いいえ 

9. 最初の広告が掲載された（一般発行の）新聞の名称： 

10. 質問 9 で記入した最初の広告が掲載された日付： 

11. （該当する場合）2 回目の広告が掲載された新聞または専門雑誌の名称： 
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I. 求人募集活動に関する情報の続き 

12. 2 回目の新聞広告が掲載された日、または質問 11 で記入した雑誌の発行日： 

 

 

d. 専門職の求人募集活動に関する情報―質問 I.a.1の回答が「はい」である場合、または質問 I.a.2-Bの回答が「はい」である場

合に記入してください。3項目以上記入してください。 

13. 就職説明会で募集活動した期間            14. オンキャンパス（大学等）で募集活動した期間 

  開始：     終了：                開始：     終了： 

15. 事業主がホームページに広告掲載した期間       16. 職種に匹敵する専門職種協会・組織に広告した期間 

  開始：     終了：                開始：     終了： 

17. 求職者用のインターネットサイトに広告掲載した期間  18. 民間の就職斡旋会社に広告掲載した期間 

  開始：     終了：                開始：     終了： 

19. 従業員紹介プログラムで広告掲載した期間       20. 学生就職指導部に広告掲載した期間 

  開始：     終了：                開始：     終了： 

21. 現地の新聞またはエスニック新聞に広告掲載した期間  22. ラジオまたは TV に広告を掲載した期間 

  開始：     終了：                開始：     終了： 

 

e. 一般事項―全員必ず記入してください。 

23. 事業主はこの申請の提出にあたり、いかなる種類の支払いを受けたことがありますか。 □はい   □いいえ 

23-A. 「はい」の場合、支払日、支払額、目的を含め、支払の詳細を述べてください： 

 

24. 外国人が雇用される職業の労働者の交渉代表者は、申請提出日の事前 180 日から 30 日間以内に、

この申請が提出されたことを通知されましたか。 

□はい   □いいえ 

25. 交渉代表者がいない場合、この申請書提出の通知は申請提出日の事前 180 日から 30 日間以内に、

事業主の顕著に目立つ場所で 10営業日間掲示されていましたか。 

□はい □いいえ □該

当なし 

26. この申請の提出直前 6 か月以内に、事業主はこの申請に関わる職業または関連する職業の対象と

なる雇用分野で、レイオフをしたことがありますか。 

□はい   □いいえ 

26-A. 「はい」の場合、レイオフされた米国人労働者は、雇用証明の申請対象となっている雇用の機

会が通知され、考慮されましたか。 

□はい □いいえ □該

当なし 

 

J. 外国人に関する情報（このセクションは必ず記入してください。この情報はセクション E の代理人または弁護士に関する情報

とは違っていなければなりません。） 

1. 外国人の姓               名              ミドルネーム 

2. 現在の住所 1 

 住所 2 

3. 市          州          国          郵便番号 

4. 現住所の電話番号 

5. 市民権の国                  6. 出生国 

7. 外国人の誕生日                8. 入国許可のクラス 

9. 外国人登録番号(A#)              10. 外国人の入国番号（I-94） 

11. 教育：求める職業に関連して獲得した最高レベル： 

□なし   □高等学校   □准学士   □学士   □修士   □博士   □その他 
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J. 外国人に関する情報の続き 

11-A. 質問 11 で「その他」を選んだ場合は、具体的に記入してください。 

 

12. 専攻分野を具体的に明記してください。 

13. 関連する教育が修了した年 

14. 質問 11 で特定された教育を受けた機関 

15. 授与機関の住所 1 

  住所 2 

16. 市          州          国          郵便番号 

17. 質問 H.5 に関連して、外国人は求める雇用機会に必要な訓練を終了していますか。 □はい  □いいえ  □該当なし

18. 質問 H.6 に関連して、外国人は求める雇用機会に必要な経験を持っていますか。 □はい  □いいえ  □該当なし

19. 質問 H.8 に関連して、外国人は別の教育と経験の組み合わせを持っていますか。 □はい  □いいえ  □該当なし

20. 外国人は質問 H.10 で明記された代替職業の経験を持っていますか。 □はい  □いいえ  □該当なし

21. 外国人は求める雇用機会と実質的に匹敵するポジションにおいて、事業主との条件

を満たす経験を何か獲得しましたか。 

□はい  □いいえ  □該当なし

22. 事業主はこのポジションに対する雇用者の職務資格を満たすために必要な外国人の

教育または訓練の代金を支払いましたか。 

□はい  □いいえ 

23. 現在外国人は請願中の事業主に雇用されていますか。 □はい  □いいえ 

 

K. 外国人の就労経験 

 

外国人が過去 3 年間に就いていた仕事をすべて記載してください。また、事業主が許可を求めている雇用機会について、外国人

に資格を与えるその他の経験も記載してください。 

a. 仕事 1 

1. 事業主名 

2. 住所 1 

  住所 2 

3. 市             州             国                 郵便番号 

4. 事業の種類                       5. 職位 

6. 開始日           7. 終了日         8. 1 週間毎に働いた時間数 
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K. 外国人の就労経験の続き 

9. 仕事の詳細（遂行した職務、ツール、機械、装置の使用、技能、資格、許可証、免許など、事業主の電話番号と外国人の監督

者の氏名を含む）。 

 

 

 

 

 

 

b. 仕事 2 

1. 事業主名 

2. 住所 1 

  住所 2 

3. 市          州                国                 郵便番号 

4. 事業の種類                      5. 職位 

6. 開始日        7. 終了日                8. 1 週間毎に働いた時間数 

9. 仕事の詳細（遂行した職務、ツール、機械、装置の使用、技能、資格、許可証、免許など、事業主の電話番号と外国人の監督

者の氏名を含む）。 

 

 

 

 

 

 

 

c. 仕事 3 

1. 事業主名 

2. 住所 1 

  住所 2 

3. 市           州              国                 郵便番号 

4. 業務の種類                       5. 職位 

6. 開始日         7. 終了日           8. 1 週間毎に働いた時間数 
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K. 外国人の就労経験の続き 

9. 仕事の詳細（遂行した職務、ツール、機械、装置、技能の使用、資格、許可証、免許など、事業主の電話番号と外国人の監督

者の氏名を含む）。 

 

 

 

 

L. 外国人の宣誓 

 

違反すれば偽証罪の罰則が適用される条件で、私はセクション Jと Kは真実でありかつ正確であることを宣言します。私はこの

書式及びその補足書式を作成するにあたって、故意に誤った情報を提供することは、またはそうするよう他人を支援する、幇助す

るまたは助言することは、合衆国法典第 18編第 2条及び第 1001条(18U.S.C.§2§1001)に基づき、罰金または 5年以下の懲役、

またはその両方に処せられる連邦法違反であることを理解しています。18 U.S.C.§1546と§1621に基づき、ETA移民文書の詐

欺または乱用、及び係る文書に関する偽証にも他の罰則が適用されます。 

 

加えて、違反すれば偽証罪の罰則が適用される条件で、私はさらに本申請に基づいて雇用証明が承認され、ビザまたは地位の調整

が認められた場合、本申請のセクションHで提示されたポジションを受けるつもりであることを宣言します。 

1. 外国人の姓          名          ミドルネーム 

2. 署名                     署名日 

 

注意―処理手続きのため労働省へ電子的手段を用いて提出する場合は、署名および署名日を記載する必要はありませんが、郵便で

提出する場合は記入しなければなりません。申請を電子的手段で提出した場合、結果として生じるいかなる許可も、最終処理手続

きのため USCIS へ提出する前に、DOL から受領後直ちに署名しなければなりません。 

 

M. 作成者の宣言 

1. 申請書は事業主によって作成されたものですか。 

回答が「いいえ」の場合は、このセクションを記入しなければなりません。 

□はい    □いいえ

 

私はここに、セクション C に掲載された事業主から直接依頼を受けてこの申請書を作成したこと、また私が知っている限り、こ

こに含まれる情報は真実でありかつ正確であることを証明します。私はこの書式及びその補足書式を作成するにあたって、故意に

誤った情報を提供することは、またはそうするよう他人を支援する、幇助するまたは助言することは、合衆国法典第 18編第 2条

及び第 1001条(18U.S.C.§2§1001)に基づき、罰金または 5年以下の懲役、またはその両方に処せられる連邦法違反であること

を理解しています。18 U.S.C.§1546と§1621に基づき、ETA移民文書の詐欺または乱用、及び係る文書に関する偽証にも他の

罰則が適用されます。 

 

2. 作成者の姓          名          ミドルネーム 

3. 肩書き 

4. E メールアドレス 

5. 署名                     署名日 

注意―処理手続きのため労働省へ電子的手段を用いて提出する場合は、署名および署名日を記載する必要はありませんが、郵便で

提出する場合は記入しなければなりません。申請を電子的手段で提出した場合、結果として生じるいかなる許可も、最終処理手続

きのため USCIS へ提出する前に、DOL から受領後直ちに署名しなければなりません。 
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N. 事業主に関する情報 

 

以下への署名をもって、私はここに次に掲げる雇用条件を保証します。 

 

1. 提示する賃金は支配的賃金と等しいかこれを上回るものであり、私は支配的賃金以上を支払う。 

2. 支配的賃金と等しいかこれを超える賃金を毎週、隔週または毎月支払うことを私が保証する場合を除き、賃金は歩合、ボーナ

スまたはその他のインセンティブには基づかない。 

3. 私は外国人に提示した賃金または給与を支払うのに十分な資金を持っている。 

4. 外国人がアメリカへ入国する予定日またはその前に外国人を給与支払名簿に掲載することができる。 

5. 雇用機会は人種、信条、肌の色、国籍、年齢、性別、宗教、障害または市民権による違法な差別を含まない。 

6. 雇用機会は、 

  a. 前の前住者がストライキ中であるため、または作業停止を伴う労働争議の最中にロックアウトされているため、空席ではな

い。 

  b. 作業停止を伴う労働争議において争点となっていない。 

7. 雇用機会の規約、条件、および職業環境は、連邦、州または地方の法律に反していない。 

8. 雇用機会はいかなるアメリカ人労働者にも開かれてきたし、現在も開かれている。 

9. 雇用機会に応募したアメリカ人労働者は仕事に関連した合法的理由で拒否された。 

10. 雇用機会は外国人以外の雇用者のためのフルタイムの永住者の雇用である。 

 

私はこれによって雇用証明を得るために私の代理を務める目的で、（もし該当すれば）セクション E で特定した代理人または弁護

士を指名します。下記ブロック 3 の私の署名により、代理人または弁護士によってなされるいかなる説明の正確性にも私が全責任

を負います。 

 

違反すれば偽証罪の罰則が適用される条件で、私はこの申請書を読みよく調べたこと、また私が知っている限りでここに含まれる

情報は真実でありかつ正確であることを宣言します。私はこの書式及びその補足書式を作成するにあたって、故意に誤った情報を

提供することは、またはそうするよう他人を支援する、幇助するまたは助言することは、合衆国法典第 18編第 2条及び第 1001

条(18U.S.C.§2§1001)に基づき、罰金または 5年以下の懲役、またはその両方に処せられる連邦法違反であることを理解してい

ます。18 U.S.C.§1546と§1621に基づき、ETA移民文書の詐欺または乱用、及び係る文書に関する偽証にも他の罰則が適用さ

れます。 

 

1. 姓          名          ミドルネームのイニシャル 

2. 肩書き 

3. 署名                    署名日 

 

注意―処理手続きのため労働省へ電子的手段を用いて提出する場合は、署名および署名日を記載する必要はありませんが、郵便で

提出する場合は記入しなければなりません。申請を電子的手段で提出した場合、結果として生じるいかなる許可も、最終処理手続

きのため USCIS へ提出する前に、DOL から受領後直ちに署名しなければなりません。 

 

O. 米国政府機関が記入します 

 

移民及び国籍法修正法の第 212条(a)(5)(A)の規定に従い、私はここに、十分なアメリカ人労働者が利用できないこと、そして上記

の雇用はアメリカで同様に雇用された労働者の賃金や労働条件に悪影響を与えないことを証明します。 

 

証明担当者の署名                        署名日 

 

申請番号                            提出日 
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P. OMB に関する情報                        書類事務削減法情報管理番号 1205-0451 

 

この情報の収集が現在有効な OMB コントロール番号を示さない限り、対応する必要はありません。 

 

これらの報告要件への回答者の回答は、永住者雇用許可の便益を得るために要求されます（移民及び国籍法、第 212条(a)(5)項）。

この情報の収集についての一般市民の報告負担は、指示の見直し、既存データソースの検索、必要なデータの収集と維持管理、お

よび情報の収集の完成と見直しを含め、1 回答につき平均 1.25 時間と見積もられます。この負担見積もりに関するコメントは、外

国人雇用証明部、連邦労働省、Room C4312*200 Constitution Ave., NW*Washington, DC* 20210 へ送ってください。 

記入した申請書はこの住所には送らないでください。 

 

Q. プライバシーに関する情報 

 

1974 年プライバシー法修正法(5 U.S.C. 552a)に従い、ここに提供された情報はプライバシー保護法の下に保護されることをあな

たに通知します。労働省はこの情報を含め、永住者雇用及び期限付き滞在雇用外国人労働者のための事業主申請と証明ファイルと

題する記録システム(DOL/ETA-7)を保管しています。 

 

この記録システムの通常的な使用に基づいて、雇用証明申請、労働条件申請、または雇用確認を処理するにあたって作成された申

請書ファイルは、次の通りに公開することができます。すなわち労働省行政法審判官局(Office of Administrative Law Judges)お

よび連邦裁判所への拒否の上訴に関連して、記録はそのような申請を提出した事業主、その代理人、指名された外国人受益者また

はその代理人、および労働省の行政法審判官局および連邦裁判所に公開することができます。また移民法の適用と執行に関連して、

記録は労働省監督官室、雇用基準局、国土安全保障省および国務省などの諸機関に対して公開することができます。 

 

プライバシー保護法に従い、次に掲げる条件に基づいて、さらに関連する情報公開を実施することができます。すなわち連邦訴訟

に関連して；法を執行する目的のために；一般法 93-647 に基づき、公認の親捜索者（parent locator）に対して；個人に関する事

柄、機密取扱者の人物調査、調達または便益-関連の問題に関連して情報源または国家の諸機関に対して；連邦政府関連の活動の

遂行に関して機関を支援するために関わってきた請負業者またはその従業員、譲受人とその従業員、コンサルタント、またはボラ

ンティアに対して；連邦政府の債権回収の目的のために；法的見直し、調整、清算活動に関連して行政管理予算局に対して；記録

の当事者による書面の要請を受けてなされた議員の質問に答えて、議会のメンバーまたは職員に対して；記録管理に関連して；調

査中の問題が公知になり、労働法務官が省の完全性において信頼を保つために、情報公開が必要であると決定した場合に、または

公開が個人のプライバシーの不当侵害であると労働法務官が決定しない限り、労働法務官が情報の公開に合法的な公共の利益が存

在すると決定した場合に、ニュースメディアと一般大衆に対して。 
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